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衆
議
院
議
員
山
口
俊
一
君
提
出
高
速
自
動
車
国
道
法
及
び
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

本
年
四
月
九
日
に
国
土
交
通
省
が
発
表
し
た
「
高
速
道
路
の
再
検
証
結
果
と
新
た
な
料
金
割
引
」
（
以
下
「
新
た
な
料
金

割
引
」
と
い
う
。
）
で
は
、
高
速
道
路
（
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
高
速
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
料
金
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
料
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
割
引
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
地
域
に
よ
る
区
別
な
く
設
定
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
が
管
理
す
る
高
速
道
路
（
以
下
「
本
四
高
速
道
路
」
と
い
う
。
）
の
料

金
の
割
引
に
つ
い
て
は
、
フ
ェ
リ
ー
等
の
交
通
機
関
へ
与
え
る
影
響
に
配
慮
し
て
設
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
東
京
湾
ア
ク

ア
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
と
千
葉
県
が
共
同
で
料
金
の
割
引
に
関
す
る
社
会
実
験
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
平
成
二
十
二
年
度
は
引
き
続
き
当
該
社
会
実
験
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

本
四
高
速
道
路
の
料
金
の
割
引
に
つ
い
て
は
、
本
州
と
四
国
を
結
ぶ
フ
ェ
リ
ー
航
路
の
存
続
等
に
対
す
る
地
域
か
ら
の
強

一



い
要
望
を
踏
ま
え
、
フ
ェ
リ
ー
等
の
交
通
機
関
へ
与
え
る
影
響
に
配
慮
し
て
設
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
御
指
摘
の
よ
う

な
試
算
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
当
該
割
引
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
割
引
が
他
の
交
通
機
関
に
与
え
る
影
響

に
つ
い
て
も
検
証
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

新
た
な
料
金
割
引
に
つ
い
て
、
四
国
四
県
の
知
事
に
本
年
四
月
九
日
以
前
に
説
明
し
た
こ
と
は
な
い
。

高
速
道
路
の
料
金
の
割
引
に
つ
い
て
は
、
物
流
の
効
率
化
や
地
域
の
活
性
化
と
い
っ
た
政
策
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
こ

れ
ま
で
も
、
国
が
一
定
の
方
針
を
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新
た
な
料
金
割
引
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
等
か
ら

も
様
々
な
意
見
を
頂
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
国
会
に
お
け
る
審
議
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
総
合
的

に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
政
府
に
お
い
て
は
平
素
よ
り
地
域
の
意
見
を
聴
い
て
お
り
、
政
策
の
決
定
に

当
た
っ
て
は
、
地
域
の
意
向
に
も
配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

現
行
の
利
便
増
進
計
画
（
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三

十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
約
二
・
三
兆

二



円
に
相
当
す
る
高
速
道
路
の
料
金
の
割
引
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

新
た
な
料
金
割
引
で
は
、
当
該
利
便
増
進
計
画
を
見
直
し
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
約
一
・
二
兆
円
に
相
当
す
る
高
速

道
路
の
料
金
の
割
引
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
新
た
な
料
金
割
引
で
示
さ
れ
た
高
速
道
路
の
料
金
の
割
引
及
び
現

在
の
高
速
道
路
の
料
金
の
割
引
に
つ
い
て
は
、
高
速
道
路
の
通
行
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
状
況
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
割
引

の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
値
上
げ
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

新
た
な
料
金
割
引
で
示
し
た
利
便
増
進
計
画
の
見
直
し
案
に
お
い
て
は
、
「
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
」
の
整
備
に

充
て
る
金
額
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
定
め
て
お
ら
ず
、
利
便
増
進
計
画
に
定
め
る
「
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
」
を
含

め
た
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
及
び
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
整
備
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
精
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
政
府
・
民
主
党
首
脳
会
議
」
は
非
公
開
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

七
に
つ
い
て

三



「
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
与
党
の
事
前
審
査
慣
行
を
廃
止
し
て
、
従
来

の
政
府
・
与
党
の
二
元
的
意
思
決
定
を
一
元
化
し
、
族
議
員
の
誕
生
を
防
ぐ
も
の
と
さ
れ
、
与
党
議
員
の
意
見
・
提
案
な
ど

は
副
大
臣
・
大
臣
政
務
官
等
が
聴
取
の
上
、
大
臣
に
報
告
し
、
あ
く
ま
で
政
府
と
し
て
の
意
思
決
定
は
、
政
党
で
は
な
く
内

閣
に
お
い
て
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、現
時
点
に
お
い
て
新
た
な
料
金
割
引
の
見
直
し
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、新
た
な
料
金
割
引
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
国
会
に
お
け
る
審
議
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
二
日
の
鳩
山
総
理
と
の
会
談
後
」
の
国
土
交
通
大
臣
の
発
言
の
趣
旨
は
、
現
時
点

に
お
い
て
新
た
な
料
金
割
引
の
見
直
し
は
行
わ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

本
四
高
速
道
路
の
料
金
の
割
引
を
始
め
、
新
た
な
料
金
割
引
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
国
会
に
お
け
る
審
議
を
踏
ま
え
、
国

土
交
通
省
に
お
い
て
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

現
時
点
に
お
い
て
新
た
な
料
金
割
引
の
見
直
し
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
仮
定
の
問
題
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ

四



と
は
困
難
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

高
速
道
路
株
式
会
社
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
政
府
は
、
本
四
高
速
道
路
に
係
る
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路

保
有
・
債
務
返
済
機
構
の
債
務
（
以
下
「
本
四
高
速
道
路
の
債
務
」
と
い
う
。
）
が
相
当
程
度
減
少
し
、
か
つ
、
本
州
四
国

連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
の
経
営
の
安
定
性
の
確
保
が
確
実
に
な
っ
た
時
に
お
い
て
、
同
社
と
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

と
の
合
併
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
同
条
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
べ
き
状
況
に
は
な
い
と

認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
高
速
道
路
の
料
金
を
段
階
的
に
原
則
と
し
て
無
料
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
年
二
月
二
日
に
国
土
交
通
省
が

発
表
し
た
「
平
成
二
十
二
年
度
高
速
道
路
無
料
化
社
会
実
験
計
画
（
案
）
」
に
基
づ
く
社
会
実
験
の
検
証
結
果
等
を
踏
ま
え

検
討
し
て
い
く
予
定
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
本
四
高
速
道
路
の
料
金
の
無
料
化
及
び
本
四
高
速
道
路
の
債
務
の
処
理
に
つ
い
て

現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五


